
　電気式生ごみ処理機の普及促進を目的に、家庭用電気式生ごみ処理機を無料で貸し出します。生ごみ処
理機を活用することで、どれだけごみが減量できるか体験してみませんか？

対　　象	 市内在住で、電気式生ごみ処理機の設置場所を屋内に
確保でき、適正に維持管理できる方。

貸し出し	 １世帯１回まで。貸し出し期間は 14日以内。
	 ただし、14日目が閉庁日のときは翌開庁日。

機　　種	 シマ（株）
	 家庭用生ごみ減量乾燥機パリパリキューブライト

申し込み	
事業推進課（市役所本館２階）まで運転免許証や個人番号カードな
どの本人確認書類をお持ちください。（貸し出しする処理機には限り
がありますので、電話などによる事前確認が必要です）

注意事項	 利用した方に、市の実施する
	 アンケートの提出をお願いします。

「電気式生ごみ処理機」無料貸出しのお知らせ

●問い合わせ・貸し出し・申し込み　事業推進課　☎22-2287　℻22-2247

電気式生ごみ処理機

生ごみは
圧縮され

乾燥する

　「クーリングシェルター」は熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、本市が指定した施
設です。「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合、暑さをしのげる場所として利用することができます。
自宅にエアコンがある場合など、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須
ではありません。

「熱中症特別警戒アラート」とは
　国において、熱中症の危険性に対する警戒を促すために「熱中症警戒アラート」
を発表していましたが、それに加え、気温が特に著しく高くなることにより、熱
中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合、「熱中症特別警
戒アラート」が発表されます。発表時には、野外活動の自粛やエアコンの活用など、
自分や周囲の方の身を守る行動をとるようにしましょう。

「クーリングシェルター」施設一覧

吉野川市役所、各支所（川島・山川・美郷）、鴨島公民館、川島公民館、川島図書館、山川図書館、文
化研修センター、日本フネン市民プラザ、アメニティセンター、美郷ほたる館、たねのや、美郷物産館
◦利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時および指定した場所のみとなります。

クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）のお知らせ

●問い合わせ　危機管理課　☎22-2235　℻22-2248
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